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臨時休校措置期間の延期について 

 

１ 臨時休校期間の延期 

令和２年４月７日の政府による近隣府県を対象とした緊急事態宣言や滋賀

県内の「新型コロナウィルス感染症」感染者数増加の情勢を受け、学生の皆さ

んの健康と安全のため、現在の臨時休校措置を引き続き５月 31 日(日)まで延

期することとします。 

臨時休校の期間が長期間にわたることとなりますが、ご理解のうえご協力い

ただきますようよろしくお願いします。 

また、今後の状況により、対応がさらに変更となることもあり得ますので、

ご承知おきください。 

 

２ 休校期間延期に伴う対応 

 ⑴ 後期履修計画の再編成 

  後期（４月から９月）の履修計画において、休校期間中（４月、５月）に

予定している講座は、原則として中止とします。これにより、後期において

は開講講座数が減少したり講座内容が変更したりしますが、ご理解いただき

ますようお願いします。なお、再編成後の履修計画は、準備が出来次第、ホ

ームページに掲載します。 

 ⑵ 学校行事等 

  ボランティアの日およびニュースポーツ大会は中止とします。６月以降に

予定している大学祭、課題学習報告会、卒業式は現時点では規模の縮小等を

伴う可能性がありますが実施する予定です。 

 ⑶ 後期の授業料 

  後期分の授業料については、授業再開時に改めて案内します。その後、指

定期間内に納付してください。 

 ⑷ 各種活動 

 臨時休校期間中は、授業（講座）の開講、委員会活動、クラブ活動、各種

イベントなど、すべての活動を中止します。また、教室や活動室の使用もで

きません。 

 

３ その他 

学生の皆さんにおかれましては、上記措置にご理解いただくとともに、臨時

休校期間中は、３つの密（密閉、密集、密接）の回避や手洗いの励行、マスク

の着用など身を守る行動とともに、くれぐれも健康にご留意くださるようお願

いします。 


